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争点 

独占禁止法違反事件では、損害賠償請求の審理に

先立ち、国際裁判管轄の有無が問題となった。 

島野とアップルは、平成２１年９月、部品供給に

ついての基本的契約である Master Development 
and Supply Agreement（「MDSA」）を締結し

た。MDSA には、概ね以下のような規定がある。 

「両当事者が調停の開始後６０日以内に紛争を

解決できない場合、いずれの当事者もカリフォ

ルニア州サンタクララ郡の州又は連邦の裁判所

で訴訟を開始することができる。両当事者は当

該裁判所の専属的裁判管轄に取消不能で付託す

る。」 

「紛争について別の書面による契約が適用され

ない限り、紛争が本契約に起因もしくは関連し

て生じているかどうかにかかわらず、本条の条

件が適用される。」 

アップルは、本件訴えはかかる国際裁判管轄に関

する合意に反するとして、本件訴えの却下を求め

た。 

この点、平成２３年改正で新設された民事訴訟法

３条の７第２項は、国際裁判管轄の合意は、「一定

の法律関係に基づく訴えに関し」て行わなければ効

力を生じないと定めている。MDSA は平成２３年

改正前の契約であることから、本件国際裁判管轄の

合意に民訴法３条の７第２項が適用されるかが争点

となった（争点①）。また、民訴法３条の７第２項

が適用されないとしても、条理上、国際裁判管轄の

合意は一定の法律関係に関して定められたものでな

ければならないか（争点②）、本件国際裁判管轄の

合意は、一定の法律関係に基づく訴えについて定め

られたものといえるか（争点③）が問題となった。 

 

日本の中小企業が世界でも有数の大企業である

アップルに挑んだ訴訟で、興味深い判断が下され

た。当事者はアップルの本社があるカリフォルニ

ア州の裁判所を専属管轄とする合意を締結してい

たにもかかわらず、東京地方裁判所は国際裁判管

轄に関する合意を無効とし、日本の裁判所の管轄

権を認めた。 

事案の概要 

原告である株式会社島野製作所（以下、「島

野」という。）は、発明の名称を「接触端子」と

する特許権（以下、「本件特許権」という。）を

有しており、プローブピンという部品を製造販売

している。島野は、被告であるアップルのサプラ

イヤーとして、約９年間にわたり、プローブピン

を供給する継続的取引を行っていた。島野製プロ

ーブピンは、アップルのノートパソコンの電源ア

ダプタの接続部分に組み込まれていた。 

島野によれば、アップルからの発注は平成２４

年になって停止され、アップルはアジアの企業か

ら供給を受けるようになったという。島野は取引

を再開するため、やむなく減額や約１億６０００

万円のリベートに応じざるを得なくなったとされ

る。 

島野は、このような取引の停止や減額、リベー

トの要求が独占禁止法に違反したとして、約１０

０億円の損害賠償を求める訴訟を提起した。ま

た、島野は、アップルのノートパソコン

「MacBook Air」と「MacBook Pro」の電源アダ

プタに組み込まれたプローブピンが本件特許権を

侵害するとして、これらの製品の販売差止と損害

賠償を求める訴訟も提起した。 

本稿では、独占禁止法違反事件について紹介す

る。 
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東京地裁の判断 

東京地裁（千葉裁判長）は、平成２８年２月１５

日、日本の裁判所に管轄権を認める中間判決を下し

た。 

争点①については、法改正前の合意に民訴法３条

の７第２項を適用することは、当事者に対して不測

の不利益を与えることになりかねず、認められない

と判断した。 

争点②については、国際裁判管轄の合意は、改正

民事訴訟法の施行前に締結されたものについても、

条理上、一定の法律関係に関して定められたもので

ある必要があると判断した。その理由として、民訴

法３条の７第２項の趣旨は、合意の当事者の予測可

能性を担保し、当事者に不測の損害を与える事態を

防止することにあり、専属合意の当事者の予測可能

性を担保する必要性は、改正民事訴訟法の施行前に

された合意についても等しく認められること、ま

た、国内での管轄合意に関しては、法改正以前から

「一定の法律関係に基づく訴え」に関するものであ

る必要があり、この趣旨は国際裁判管轄に関する合

意でも同様であることを挙げた。 

争点③については、本件条項は、その対象とする

訴えについて、原告・被告間の訴えであるというほ

かに何らの限定も付しておらず、その基本となる法

律関係を読み取ることは困難であるから、一定の法

律関係に基づく訴えについて定められたものと認め

ることはできないとした。アップルは、本件

MDSA に関連する訴訟が本件条項の対象である訴

えであることは明らかであり、本件訴えについて本

件条項を適用することは原告の予測可能性を害しな

いと主張したが、裁判所は受け入れなかった。 

以上より、裁判所は、本件条項は無効であると判

断した。 

Practical tips 

本件では、紛争が本契約に起因もしくは関連して

生じているかどうかにかかわらず、あらゆる紛争に

適用されると規定されていたことから、「一定の法

律関係に基づく訴え」の要件を満たさないとされ

た。これに対して、「紛争が MDSAから発生し、ま

たは MDSAと関係する場合には」など、特定の紛争

に限定する定めであったならば、同要件を満たし、

国際裁判管轄の合意が有効とされた可能性がある。 

既に外国企業と契約を締結済みの日本企業とし

ては、既存の契約書の国際裁判管轄条項において

外国を国際裁判管轄とする条項が定められていた

としても、本件のように広すぎる国際裁判管轄の

合意がなされている場合には、当該合意を無効に

できる可能性があるので、管轄条項を検討し、

「一定の法律関係に基づく訴え」の要件を満たし

ているかを精査すべきであろう。 

なお、独占禁止法違反事件については、引き続

き東京地方裁判所で本案である損害賠償請求の審

理が続けられている。また、特許権侵害訴訟につ

いては、東京地判平成２８年３月１７日が、侵害

を否定する判断を下している。 
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